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１．補助制度の概要  

「 布 団 太 鼓 」 や 「 獅 子 舞 」 な ど 、 地 域 で 受 け 継 が れ て き た 地 域 文

化 資 源 の 補 修 費 等 を 補 助 し ま す 。  

※ 本 事 業 は 令 和 ６ 年 度 予 算 が 成 立 し た 上 で 実 施 さ れ る も の で す 。  

 

２．補助対象者  

  地 域 文 化 資 源 を 所 有 又 は 管 理 し て い る 団 体 の 代 表 者 。  

た だ し 、 宗 教 活 動 、 政 党 活 動 又 は 営 利 を 目 的 と し な い 団 体 で あ っ  

て 、 次 の 項 目 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

①  地 域 住 民 で 組 織 さ れ た 団 体  

②  西 区 に 活 動 拠 点 が あ る 市 民 活 動 団 体  

③  そ の 他 、 区 長 が 認 め る 団 体  

 

３．対象となる地域文化資源  

（ 1） 「 布 団 太 鼓 」 や 「 獅 子 舞 」 な ど 、 地 域 住 民 に よ り 守 り 伝 え ら れ て

き た 行 事 や 民 族 芸 能 等 の 伝 統 文 化 に 関 す る 物 的 資 源 で 、 令 和 ７ 年 ２

月 末 日 ま で に 補 修 等 を 完 了 で き る も の 。  

 

（ 2） 神 戸 市 文 化 財 の 保 護 及 び 文 化 財 を 取 り 巻 く 文 化 環 境 の 保 全 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 9 年 3 月 条 例 第 50 号  以 下 「 条 例 」 と い う ） の 規 定

に 基 づ き 指 定 、 登 録 、 認 定 さ れ た も の （ 予 定 含 む ） 、 並 び に 国 、 県

及 び 関 係 部 局 の 指 定 、 支 援 を 受 け て い る （ 予 定 含 む ） を 除 く も の 。  

 

（ 3） ま た 、 次 に 挙 げ る も の に つ い て は 、 原 則 、 補 助 事 業 の 対 象 外 で す 。  

①  神 社 ・ 仏 閣 等 の 建 造 物 の 新 築 や 修 理  

②  日 常 作 業 で 行 う よ う な 維 持 管 理 作 業 （ ク リ ー ニ ン グ 等 ）  

③  神 社 や 寺 の 有 形 お よ び 無 形 文 化 財  

④  頻 繁 に 取 り 替 え る も の 、 個 人 の 所 有 物 に な る も の 、 行 事 の た め

の 消 耗 品 等 （ 法 被 、 足 袋 、 鉢 巻 、 さ ら し 、 の ぼ り 旗 等 ）  

⑤  公 開 す る こ と が 困 難 と 認 め ら れ る も の  

⑥  区 長 が 不 適 切 と 認 め る も の 、 そ の 他 こ の 事 業 の 趣 旨 に 適 合 し な

い も の  

 

４．補助金額  

総 事 業 費 の 1 /2 以 内 、 た だ し 上 限 5 0 万 円  

【 対 象 経 費 】  

  地 域 文 化 資 源 の 補 修 、 修 理 、 復 旧 、 購 入 に 要 す る 経 費 。  

  そ の 他 、 当 該 補 助 事 業 の 目 的 に 合 致 し 区 長 が 必 要 と 認 め る 経 費 。  

 

５．募集期間  
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令 和 ６ 年 １ 月 15 日 （ 月 ） ～ 令 和 ６ 年 ３ 月 15 日 （ 金 ）  

 

６．提出書類  

西 区 地 域 文 化 資 保 存 活 動 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  

※  歴 史 的 価 値 な ど に つ い て 、 で き る 限 り 詳 細 に 記 入 く だ さ い 。

ま た 、 地 域 文 化 資 源 の 全 体 お よ び 補 修 予 定 箇 所 の 写 真 を 必 ず

添 付 し て く だ さ い 。  

 

７．審査  

書 面 に よ る 審 査 を 行 い 、 審 査 結 果 に つ い て は 、 ４ 月 下 旬 ご ろ に お

知 ら せ す る 予 定 で す 。  

 

８．補助金の手続  

（ 1） 審 査 の 結 果 、 補 助 対 象 に 決 定 し た 場 合 、 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 を

送 付 し ま す 。  

 

（ 2） 補 助 金 の 交 付 は 、 実 績 報 告 書 な ど の 必 要 書 類 提 出 後 、 内 容 を 確 認

し て か ら 行 い ま す 。  

 

（ 3） 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 の 金 額 を 超 え た 交 付 は で き ま せ ん 。  

 

（ 4） 地 域 文 化 資 源 の 補 修 等 は 、必ず交付決定後に 行 っ て く だ さ い 。  

実 績 報 告 書 や 領 収 書 の 写 し 等 を 確 認 し た 際 、 交 付 決 定 前 の 実 施 が  

判 明 し た 場 合 、 補 助 金 が 取 り 消 さ れ ま す 。  

 

９．問い合わせ先  

  提 出 先 ： 〒 ６ ５ １ － ２ ２ ９ ５  神 戸 市 西 区 糀 台 ５ 丁 目 ４ － １  

      西 区 役 所 総 務 部 地 域 協 働 課  

      Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ７ ８ － ９ ４ ０ － ９ ５ ０ １  内 線 ２ １ ２  

      e-mail west@office.city.kobe.lg.jp  


